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拝啓 
 
件名：ウガンダ共和国向け中古⾞両の船積みについて 
 
今年初めに⽇本を襲った核による惨事から⽣じる放射線より、ウガンダ共和国の国⺠を保護する当国政府の予防措置
として、2011 年 5 ⽉、特に放射線が存在しないことに重点を置いた中古⾞両の船積み前検査を再開したことをお伝え
します。伝達は、当政府と路上使⽤適格性検査（Roadworthiness Inspection）を実施する契約を結んでいるサ
ービスプロバイダーへあらかじめ済ませてあります。この指⽰通り、ウガンダ共和国向けの中古⾞両は全てウガンダへ船積
みされる前に⽣産/輸出国において、路上使⽤適格性検査ならびに放射線量検査を受け、適合⾞両へは適合証書
（証明書 Certificate of Conformity (COC)）の発⾏が必要となります。 
 
既に当要件に応じている関係者もおりますが、実施機関であるウガンダ基準局（UNBS）は、検査を受けずにウガンダ
へ⼊ってきている⾞両があると指摘しており、従って、ユーザーの⽣命を危険にさらしています。 
 
つきましては、当⽂書にて輸出業者、シッパー、シッピングエージェント、通関業者、輸⼊業者や⼀般社会の皆様に対し
て、この要件は効⼒があり、COC をもたない中古⾞両はウガンダへの⼊国が許されない旨をお知らせ致します。 
 
従って、⽣産国において検査を受けた後に発⾏された適合証書（COC）のある⾞両のみを船積みしていただくよう要
請いたします。 
 
UNBS 輸⼊検査ならびに通関規則 2003（Imports Inspection and Clearance Regulations 2003）に規
定されている違反に対するペナルティーが適⽤されるのでご注意ください。 
 
皆様の引き続きのご理解、ご⽀援やご協⼒に感謝申し上げます。 
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UGANDA NATIONAL BUREAU OF STANDARDS 

Dr. Terry Kahuma 
EXECUTIVE DIRECTOR 
 



Cc: His Excellency the Ambassador, Embassy of Uganda in Japan 
Cc: His Excellency the Ambassador, Embassy of Uganda in United Arab Emirates 
Cc: The Permanent Secretary, Ministry of Trade, Industry & Cooperatives 
Cc: The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs 
Cc: The Commissioner General, Uganda Revenue Authority (URA) 
Cc: The Chairman, Uganda Motor Vehicle Importers Association 
Cc: The Chairman, Uganda Clearing & Forwarding Industry Association. 
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